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�������������	 （注）診療科目は変更される場合があります。事前に救急テレホンサービスへ問い合わせを

保健師・助産師（必要に
応じて小児科医）による

電 話 相 談
�����（プッシュ回線の固定電話）　������������（プッシュ回線以外の固定電話、携帯、ＰＨＳ等）
○小児救急医療に関する相談・育児相談・母子の健康相談全般　※電話相談のため医師が診断をするものではありません
○月曜～金曜日（祝日を除く）の午後５時～１０時／土曜・日曜日、祝日、年末年始の午前９時～午後５時
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診療までお待ちいただくことがあります。ご了承ください。

���
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��������	
診療時間　９：００～１７：００

○東京消防庁救急相談センター
　�＃7119（携帯電話、PHS、プッ
シュ回線から）
　�521－2323
○日野消防署 �581－0119
　豊田出張所 �582－0119
　高幡出張所 �592－0119
○東京都保健医療情報センター
　ひまわり�03－5272－0303
　外国人専用�03－5285－8181
　（9：00～20：00）

■
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

に
関
す
る
お
知
ら
せ

▼
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

助
成
券（
無
料
券
）を
お
持
ち
の
方
へ

　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

助
成
券
の
有
効
期
限
は
３
月　

日　
３１

（水）

ま
で
で
す
。
助
成
券
を
お
持
ち
の
方

は
、
有
効
期
限
内
に
医
療
機
関
で
接

種
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
助
成
対
象
と
な
る
方
は
、

市
内
在
住
で
、
市
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
、
生
活
保
護
受
給
者
、
中
国
残

留
邦
人
等
支
援
給
付
者
の
方
で
す
。

▼
市
外
の
医
療
機
関
で
接
種
し
た
方

及
び
実
費
で
接
種
し
た
方
へ

　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

助
成
制
度
対
象
の
方
で
、
市
外
の
医

療
機
関
で
接
種
を
さ
れ
た
方
及
び
実

費
で
接
種
さ
れ
た
方
は
、
払
い
戻
し

が
出
来
ま
す
。
申
請
期
限
ま
で
に
申

請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

３
月　

日　

ま
で
に
、
接
種
医
療

３１

（水）

機
関
発
行
の
領
収
書
、
接
種
済
証
、

印
鑑
、
申
請
者
の
口
座
が
分
か
る
も

の
を
健
康
課
へ
持
参

■
成
人
歯
科
予
防
教
室

　

３
月　

日　

午
後
１
時　

分
〜
３

２３

（火）

２０

時
内
で
の
時
間
予
約
制
／
生
活
・
保

健
セ
ン
タ
ー
／　

歳
以
上
の
方
対
象

２０

／
先
着　

人（
事
前
申
込
）※
保
育
�

２０

■
保
育
つ
き
！
元
気
☆
簡
単
朝
ご
は

ん
ク
ッ
キ
ン
グ

　

①
４
月　

日　

②　

日　

午
前　

１２

（月）

２３

（金）

１０

時
〜　

時　

分
／
生
活
･
保
健
セ
ン

１１

３０

タ
ー
／
さ
っ
と
作
れ
る
朝
食
、
お
弁

当
の
お
か
ず
の
調
理
と
試
食
、
栄
養

士
の
話
／
乳
幼
児
・
園
児
・
学
童
の

保
護
者
、妊
婦
対
象
／
先
着　

人（
事

３０

り�
あ�

前
申
込
）
※
事
前
申
込
制
で
１
歳
６

カ
月
児
〜
未
就
園
児　

人
の
保
育
あ

１５

り
。
希
望
者
は
①
は
４
月
９
日　

②
（金）

は　

日　

ま
で
に
申
し
込
み
を
／　

２０

（火）

２００

円
（
材
料
費
）
※
電
子
申
請
可

■
市
立
病
院
か
ら
〜
分
娩
介
助
料
が

改
定
さ
れ
ま
す

　

４
月
１
日
以
降
、
出
産
の
た
め
に

入
院
し
た
方
を
対
象
に
、
分
娩
介
助

料
を
改
定
し
ま
す
。

　

市
内
在
住
者
で
正
常
分
娩
１
週
間

入
院
の
場
合
、
分
娩
費
用
の
総
額
は

概
ね　

万
円
に
な
り
ま
す
。ご
理
解
、

５０

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

改
定
額
…　

万
４
千　

円
（
旧
料

１５

５００

金
…　

万
９
千　

円
）
※
時
間
外
、

１０

５００

市
外
在
住
者
は
割
り
増
し
�
／
市
立

病
院
医
事
課
（
�　

・
２
６
７
７
）

５８１

■
東
京
消
防
庁
救
急
相
談
セ
ン
タ
ー

（
�
♯
７
１
１
９
）
の
ご
利
用
を

　

「
救
急
車
を
呼
ぶ
べ
き
か
」
「
病

院
に
行
っ
た
方
が
い
い
の
か
」な
ど
、

迷
っ
た
と
き
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

救
急
隊
経
験
者
や
看
護
師
が　

時
２４

間
待
機
し
、
必
要
に
応
じ
て
医
師
の

ア
ド
バ
イ
ス
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

主
な
サ
ー
ビ
ス
…
緊
急
性
の
判
断
、

受
診
必
要
性
の
判
断
、
応
急
手
当
の

ア
ド
バ
イ
ス
、
医
療
機
関
の
案
内
�

／
相
談
電
話
番
号
…
（
�
♯
７
１
１

９
ま
た
は
�　

・
２
３
２
３
）
／
問

５２１

合
せ
先
…
日
野
消
防
署
（
�　

・
０

５８１

１
１
９
）

り�
あ�

ど�
な

■
男
女
平
等
推
進
委
員
を
募
集

　

男
女
平
等
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、

基
本
的
、
総
合
的
な
施
策
及
び
重
要

事
項
の
調
査
検
討
を
行
う
た
め
に
男

女
平
等
推
進
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

■
日
野
駅
北
土
地
区
画
整
理
事
業
が

解
散
認
可
さ
れ
ま
し
た

　

３
月
２
日
付
け
で
東
京
都
か
ら
同

事
業
が
解
散
認
可
さ
れ
ま
し
た
。

　

区
域
…
新
町
１
丁
目
及
び
栄
町
１

丁
目
の
各
一
部
／
区
画
整
理
課

■
固
定
資
産
の
縦
覧
、
課
税
台
帳
の

閲
覧

　

４
月
１
日　

か
ら
固
定
資
産
の
縦

（木）
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任
期
…
５
月
か
ら
の
２
年
間
／

満　

歳
以
上
の
市
内
在
住
・
在
勤
・

２０
在
学
者
対
象
／
４
人
／
３
月　

日　
３１

（水）

ま
で
に
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
Ｅ

メ
ー
ル
で
。
作
文
「
男
女
平
等
を
推

進
す
る
た
め
に
取
り
組
む
べ
き
こ

と
」（　

字
程
度
）、
住
所
、
氏
名
、

８００

年
齢
、
電
話
番
号
、
性
別
、
職
業
を

記
入
し
、
〒　

－

０
０
６
２
多
摩
平

１９１

２
の
９
日
野
市
役
所
男
女
平
等
課

（
�　

・
２
７
３
３
�　

・
２
７

５８４

５８４

４
８
�danjyo@

city.hino.lg.
jp

）
へ

■
国
勢
調
査
調
査
員
を
募
集

　

９
月
上
旬
〜　

月
中
旬
／
報
酬
…

１０

国
の
基
準
に
基
づ
き
支
給
／　

歳
以

２０

上
で
責
任
を
持
っ
て
調
査
事
務
を
行

え
る
方
対
象
※
警
察
、
税
務
及
び
選

挙
に
直
接
関
係
の
あ
る
方
を
除
く
／

　

人
／
３
月　

日　

ま
で
に
「
国
勢

８５０

３１

（水）

調
査
調
査
員
登
録
カ
ー
ド
」及
び「
国

勢
調
査
調
査
員
候
補
登
録
承
諾
書
」

（
市
役
所
４
階
総
務
課
・
１
階
市
民

相
談
窓
口
、
七
生
支
所
、
豊
田
駅
連

絡
所
に
あ
り
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
出
来
ま
す
）
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
市
役
所
総
務

課
統
計
担
当
へ
本
人
が
持
参

覧
、
課
税
台
帳
の
閲
覧
が
始
ま
り
ま

す
。
詳
細
は
広
報
４
月
１
日
号
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
縦
覧

　

納
税
者
は
価
格
等
縦
覧
帳
簿
で
市

内
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額
を
見
る

こ
と
が
出
来
ま
す
。

▼
閲
覧

　

納
税
義
務
者
は
自
己
資
産
の
課
税

台
帳
を
閲
覧
出
来
ま
す
。
ま
た
、
借

地
借
家
人
や
権
利
関
係
者
も
該
当
す

る
資
産
の
課
税
台
帳
を
閲
覧
出
来
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
（
資
産
税
課
）

高
橋
怜
王
く
ん
（
た
か
は
し
・
れ

お
。
平
成　

年
３
月
９
日
午
後
５

２１

時　

分
生
ま
れ
。
父
・
暁
光
さ
ん
、

３５
母
・
里
美
さ
ん
。
石
田
在
住
）

　

ご
飯
を
た
く
さ
ん
食
べ
て
い
る

け
ど
、
ま
だ
、
歯
が
生
え
て
い
る

の
は
下
の
歯
２
本
だ
け
な
ん
だ
！

　

２
、３
歩
歩
け
る
よ
う
に
な
り
、

い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
で
歩
く
練
習
で

す
。

※
掲
載
希
望
は
１
歳
に
な
る
月
の
前
月　
２０

日
ま
で
に
市
長
公
室
広
報
担
当
へ
（
４
月

生
ま
れ
…
３
月　

日　

ま
で
）

１９

（金）

　

い
ず
れ
も
、
申
込
み
・
問
合
せ
は

生
活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
内
健
康
課（
�

　

・
４
１
１
１
）
へ

５８１

�
�
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�
�
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必ず保険証をご持参ください

�������
（内科・小児科）
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《２４時間医療機関案内》

■
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

▼
人
間
ド
ッ
ク
等
の
健
診
費
用
の
一

部
を
助
成

　

対
象
者
…
市
内
在
住
で
日
野
市
に

保
険
料
を
納
め
て
い
て
滞
納
が
な
い

被
保
険
者
／
助
成
額
…
健
診
費
用（
消

費
税
は
除
く
）
の
２
分
の
１
（
上
限

２
万
円
）
／
助
成
回
数
…
年
度
内
１

回
／
受
診
後
６
カ
月
以
内
に
、
印
鑑

（
認
印
）
、
領
収
書
、
振
込
先
が
分

か
る
も
の
を
保
険
年
金
課
へ
持
参

▼
葬
祭
費
助
成
制
度

　

日
野
市
に
保
険
料
を
納
め
る
後
期

高
齢
者
医
療
被
保
険
者
で
、
保
険
料

の
滞
納
が
な
い
方
が
お
亡
く
な
り
に

な
っ
た
場
合
に
、
葬
祭
費
用
の
助
成

と
し
て
葬
祭
を
行
っ
た
方
に
６
万
円

を
支
給
し
ま
す
。

　

葬
儀
を
行
っ
た
日
か
ら
２
年
以
内

に
印
鑑
、
葬
祭
の
領
収
書
ま
た
は
会

葬
礼
状
、
振
込
先
が
分
か
る
も
の
を

保
険
年
金
課
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。


